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令和８年度　藤岡市会計年度任用職員登録者募集要項 

 

藤岡市では会計年度任用職員として藤岡市役所や市有施設等での勤務を希望する方を募集し

ています。 

勤務を希望する方を会計年度任用職員候補者登録台帳へ登録し、業務等の必要に応じて登録者

の中から条件に合う方を選考により任用します。 

※会計年度任用職員候補者登録台帳へ登録された方すべてが必ず任用されるものではありま

せんので、あらかじめご了承ください。 

 

会計年度任用職員とは 

令和２年４月１日施行の地方公務員法第２２条の２の規定に基づき、１会計年度（４月１日か

ら翌年３月３１日まで）を超えない範囲内で任用され、藤岡市が行う事業の補助業務を行う一般

職非常勤職員です。 

 

登録から任用までの流れ 

○「藤岡市会計年度任用職員登録申込書」を職員課へ提出します。 

　　　　　　　　 

○提出した「藤岡市会計年度任用職員登録申込書」を基に会計年度任用職員候補者登録台帳へ

登録されます。 

　　　　　　　　 

○各部署において会計年度任用職員を任用する業務が生じた場合、会計年度任用職員候補者登

録台帳の登録者の中から第１次選考として書類選考を行い、書類選考を通過した方に面接実施

等の連絡を行います。 

　　　　　　　　 

○第２次選考として面接を行い、面接の結果採用となった場合、会計年度任用職員として任用

されることになります。 

 

登録方法 
ふじおか電子申請システム（右の２次元コードを読み取り）で提出。 

　もしくは「藤岡市会計年度任用職員登録申込書」・各種障害者手帳 
の写し（障害のある人のみ）を職員課へ書面（郵送・持参）でも 
提出可能です。 

 

※「藤岡市会計年度任用職員登録申込書」は市役所市民相談室、鬼石総合支所 

にて配布（土・日曜日、祝日及び年末年始を除く午前８時３０分～午後５時１５分） 

または市ホームページからダウンロードできます。 
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◆提出先 

〒３７５－８６０１ 

群馬県藤岡市中栗須３２７番地 

藤岡市役所 総務部 職員課 人事給与係 

◆募集期間 

令和７年１２月１日（月）から令和８年１月５日（月）まで 

※募集期間は目安であり、これ以降も募集は随時受け付けております。 

◆登録資格 

○登録にあたって年齢制限はありません。 

○地方公務員法第１６条の規定に基づき、以下のいずれかに該当する方は登録できません。 

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなる

までの人 

・藤岡市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊

することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

 

登録期間 

登録受付日から令和９年３月３１日まで 

※登録は年度ごとに行いますので、令和７年度に登録をした人も改めて登録が必要になります。 

 

職種及び報酬 

職種及び職種による基準月額並びに時給単価は【職種及び報酬一覧表】のとおりです。 

職種により基準月額や時給単価が異なります。基準月額は常勤職員と同じ週５日で１日７時間

４５分勤務した場合の月額となりますので、月給者の報酬額は基準月額を基に勤務時間に応じて

算出します。 

報酬月額を算出する計算式は「基準月額×会計年度任用職員の勤務時間÷３８．７５」となり

ます。 

また、１会計年度で実質的に１２か月間切れ目なく任用され、翌年度引き続き同一の職務内容

の職に再度任用されると４月１日に昇給します。（昇給の上限は６回です。） 
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【職種及び報酬一覧表】 

※１　資格業務は資格等の写しの提出が必要になります。 

※２　フォークリフト資格を含みます。 

※３　学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、児童福祉、児童学、心理

学、教育学、若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した

者、医師、社会福祉主事として２年以上児童福祉事業に従事した者に限ります。 

※４　准看護師・看護師・介護支援専門員・社会福祉士・介護福祉士等のいずれかの資格が必

要です。 

※５　教員資格が必要です。 

 分類 職種 基準月額 時給単価

 事務補助 一般事務補助職員、各種施設職員 １９５，８００円 １，２０３円

 

現業
施設・公園等整備業務員、学校業務員 

文化財発掘調査員、保育園調理員

１９８，１００円 

～ 

２０５，２００円

１，２１７円 

～ 

１，２６０円

 

特殊業務

電話交換手、消費生活センター指導員 

防犯パトロール員 

資源分別収集業務員 

母子・父子自立支援員、婦人相談員 

各種施設長、地域おこし協力隊 

特別支援学級助手 

特別支援教育支援員 

学校図書館巡回司書 

にじの家指導員、端末管理支援員

１９５，８００円 

～ 

２３２，０００円

１，２０３円 

～ 

１，４２５円

 

資格業務 

※１

重機オペレーター ※２ 

保育士、家庭児童相談員 ※３ 

調理師、栄養士、管理栄養士 

准看護師、看護師、保健師 

助産師、介護支援専門員 

介護認定調査員 ※４、社会福祉士 

補助教員、教員助手 

マイタウンティーチャー※５ 

通級指導教室指導員※５ 

各種学校教育施設長 ※５ 

社会教育指導員 ※５ 

青少年指導員 ※５

１９５，８００円 

～ 

２５９，３００円

１，２０３円 

～ 

１，５９３円
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業務内容 

職種・所属部署により異なります。 

 

任用期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの１会計年度内 

※任用期間終了後、翌年度もその部署において会計年度任用職員を任用する業務が生じ、従前

の勤務成績が良好な場合、再度任用される場合もあります。 

 

勤務日・勤務時間 

職種・所属部署により異なります。 

※土・日曜日、祝日の勤務がある場合もあります。 

 

勤務地 

職種・所属部署により異なります。 

 

期末・勤勉手当 

以下の要件を全て満たす場合、６月、１２月の年２回支給します。 

・基準日（６月１日、１２月１日）に在職していること 

・６か月以上の任用が見込まれること 

・週の勤務時間が１５時間３０分以上であること 

 

通勤手当（費用弁償） 

常勤職員に準じ、通勤距離に応じた通勤手当を支給します。 

※月当たりの所要勤務日数が少ない場合、通勤手当額が減額されます。 

※市の駐車場を使用する場合は使用回数にかかわらず、月１，１００円がかかります。 

 

休暇 

◆年次有給休暇 

任用期間や勤務時間に応じて年間最大２０日付与されます。 

◆特別休暇 

夏季休暇・忌引休暇・病気休暇等が取得できます。 

※種類により有給対応・無給対応のものがあります。 

※任用期間や勤務時間に応じて付与や日数が異なります。 
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各種保険 

◆社会保険（厚生年金保険及び健康保険） 

以下の要件を満たす場合、加入します。 

　・１週間の所定労働時間が２０時間以上であること 

・報酬の月額が８８，０００円以上であること　※ 

・任用期間が２ヶ月超になることが見込まれること 

・学生でないこと 

※令和８年度１０月より、月額８.８万以上の要件(賃金要件)が撤廃される予定です。 

 

◆雇用保険 

以下の要件を満たす場合、加入します 

・１週間の所定労働時間が２０時間以上であること 

・３１日以上継続して任用される見込みであること 

・学生でないこと 

◆災害補償 

所属部署により、労働者災害補償保険法または藤岡市議会の議員その他非常勤の職員の公務

災害補償等に関する条例の適用となります。 

 

服務 

地方公務員法に規定する服務の各規定が適用となり、懲戒処分等の対象になります。 

（服務の宣誓、法令及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、

職務に専念する義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止） 

 

その他 

○提出書類はお返しいたしませんのでご了承ください。 

○提出書類に記載された内容は、会計年度任用職員の選考及び任用に関する事務以外の目的で

利用することはありません。 

○登録資格がないこと、提出書類等に虚偽のあることが認められた場合、登録や任用を取り消

すことがあります。 

○会計年度任用職員を任用する業務が生じない場合や書類選考（第１次選考）を通過しない場

合など、登録期間中に連絡がないこともあります。 

○登録後、条件を変更したい、就職が決まったため登録を取り消したい等、登録内容に変更が

生じた場合は職員課（０２７４－４０－２２２６）までご連絡ください。 

○会計年度任用職員から常勤職員への登用制度はありません。


